
新
羅
仏
教
伝
来
考

士

鼓
IC、

総
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高
句
麗
に
於
け
る
仏
教
伝
来
は
、
若
子
の
問
題
は
残
る
が
前
秦
王
符
竪
（
＝
三
八
l
八
五
）
が
小
猷
林
王
二
年
（
三
七
二
）

に
高
句
麗
に
順
道
を
遣
わ
し
た
の
を
始
め
と
し
、
百
捕
に
つ
い
て
は
、
中
国
王
朝
と
の
国
交
か
ら
東
晋
代
と
考
え
ら
れ
る
・
し

か
し
、
新
羅
の
仏
教
公
認
に
つ
い
て
は
コ
ニ
国
史
乱
勺
・
「
三
国
遺
官
民
〕
£
．
「
海
東
高
僧
仇
H
J寺
の
史
料
に
よ
り
、
法
興
王
十

四
年
（
五
二
七
）
異
次
頓
の
殉
教
伝
説
か
ち
と
さ
れ
る
が
、
伝
来
時
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
も
様
々
な
郷
伝
や
伝
説
を

取
り
入
れ
つ
つ
も
、
明
確
な
断
を
下
し
て
い
な
い
．

い
ま
ご
と
で
、
史
料
批
判
を
加
え
な
が
ら
史
料
を
年
代
順
に
整
理
し
、
先
学
の
説
を
参
考
に
し
つ
つ
初
伝
に
つ
い
て
の
私
見

を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
・

最
初
の
伝
来
の
記
録
は
、
第
十
三
代
昧
雛
王
士
工
つ
丁
八
四
）
代
で
あ
る
・

さ
れ
て
い
る
が
、
「
三
国
遣
事
寸
ず
は
「
我
道
本
碑
」
を
引
い
て
、

「
三
国
遣
事
」

「
海
喜
両
僧
伝
」
に
記
載



（
史
料
一

a
）

按
我
道
本
碑
云
．
我
道
高
麗
人
也
．
母
高
道
寧
。
正
始
間
．
曹
貌
人
我
（
姓
我
也
）
．
帽
摩
奉
使
句
麗
．
私
之
而
還
．
因

而
有
揺
。
師
生
五
歳
。
其
母
令
出
家
．
年
十
六
蹄
貌
．
省
観
嶋
摩
．
投
玄
彰
和
尚
講
下
就
業
．
年
十
九
又
錦
寧
於
母
．
母

調
日
．
此
因
子
今
不
知
悌
法
。
爾
後
三
千
齢
月
鶏
林
有
聖
王
出
。
大
興
悌
教
．
其
京
都
内
有
七
処
伽
藍
之
櫨
．
一
日
金
橋

東
天
鏡
林
（
今
興
輪
寺
．
金
橋
請
西
川
之
橋
。
俗
説
呼
云
松
橋
也
。
寺
自
我
道
始
基
．
而
中
癒
．
至
法
興
王
丁
昧
草
創
．

乙
卯
大
開
。
員
興
王
畢
成
）
。
二
日
三
川
峰
（
今
永
興
寺
．
興
興
輪
開
同
代
）
．
三
日
龍
富
南
（
今
泉
龍
寺
．
虞
興
玉
突

酉
始
開
。
四
日
龍
宮
北
（
今
芽
皇
寺
。
善
徳
甲
午
始
開
｝
．
五
日
沙
川
尾
（
今
霊
妙
寺
。
善
徳
王
乙
未
始
開
｝
．
六
日
神

遊
林
（
今
天
王
寺
．
文
武
王
乙
卯
開
）
．
七
日
婿
請
田
｛
今
曇
巌
寺
）
．
皆
前
悌
時
伽
藍
之
壇
。
法
水
長
流
之
地
．
商
蹄

彼
而
播
掲
大
教
．
宮
東
糟
於
釈
把
実
．
道
菓
教
至
鶏
林
．
寓
止
王
城
西
里
。
今
巌
荘
寺
．
干
時
末
雛
王
即
位
二
年
美
未

也
．
詣
開
請
行
教
法
。
世
以
前
所
未
見
為
嫌
．
至
有
勝
教
之
者
・
乃
逃
隠
干
績
林
（
A
ユ
善
勝
）
＠
毛
織
家
（
線
興
組
形

近
之
説
。
古
記
云
．
法
師
初
来
毛
鵡
家
．
時
天
地
震
鴛
．
時
人
不
知
僧
名
．
而
云
阿
頭
多
摩
．
多
摩
者
乃
郷
言
之
禍
僧

也
。
猶
言
沙
弥
也
）
。
三
年
。
時
成
園
公
守
疾
。
亙
醤
不
効
．
勅
使
四
方
求
醤
．
師
率
然
赴
任
問
。
其
疾
遂
理
．
王
大

悦
．
問
其
所
須
．
酎
目
。
貧
道
百
無
所
求
．
但
願
創
悌
寺
於
天
鏡
林
。
大
興
悌
教
。
奉
福
邦
家
爾
．
王
許
之
。
命
興
工
。

俗
方
質
働
。
編
茅
葺
屋
。
住
而
講
演
。
時
或
天
花
落
地
。
競
興
輪
寺
．
毛
鵡
之
妹
名
史
氏
。
投
師
為
尼
．
亦
於
三
川
瞳
．

創
寺
而
居
。
名
永
興
寺
．
未
幾
．
末
雛
王
即
位
．
国
人
特
害
之
．
師
還
毛
鵡
家
。
自
作
塚
．
閉
戸
自
絶
．
遂
不
復
現
．
因

此
大
教
亦
鹿
．

高
麗
人
の
高
道
寧
と
貌
人
の
我
咽
摩
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
我
道
が
、
貌
の
玄
彰
和
尚
の
も
と
で
修
学
に
励
み
、
二
六
三
年
（

味
雛
王
二
）
に
新
羅
に
来
て
布
教
を
願
い
で
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
．
そ
こ
で
、
一
善
郡
の
毛
鵡
家
に
逃
れ
る
．
三
年
後
に
、

円。
P
O
 



成
国
公
主
が
病
気
に
な
り
医
師
を
求
め
た
た
め
、
我
道
が
行
き
、
成
国
公
主
の
病
気
を
治
す
と
、
昧
雛
王
は
彼
に
天
鏡
林
に
興

輪
寺
を
作
り
そ
こ
に
彼
を
す
ま
わ
せ
た
、
と
あ
る
．

「
海
東
高
僧
伝
一
E
V
「
朴
寅
亮
殊
異
傭
」
を
引
く
と
し
て
、

（
史
料
一

b
）

若
按
朴
寅
亮
殊
異
侍
．
云
・
師
父
親
人
咽
摩
．
母
日
高
道
寧
．
高
麗
人
也
．
岨
摩
奉
使
高
麗
．
私
通
還
翻
・
道
寧
固
有

身
誕
罵
．
師
生
五
稔
有
異
相
．
母
語
日
．
偏
祐
之
子
．
莫
若
為
僧
・
師
依
教
．
即
於
是
日
剃
髭
．．
 

十
六
入
観
．
観
省
帽

摩
．
遂
投
玄
彰
和
尚
．
受
業
十
九
年
．
踊
寧
於
母
．
母
諭
目
．
此
圏
構
縁
未
熟
．
難
行
悌
法
．
惟
彼
新
羅
今
難
無
聾
教
．

爾
後
三
十
齢
月
有
謹
法
明
王
御
宇
．
大
興
僻
事
．
又
其
園
京
師
有
七
法
住
之
慮
．
一
日
金
橋
天
鏡
林
（
今
興
輪
寺
）
．
二

日
三
川
岐
（
今
永
興
寺
）
・
三
日
龍
宮
南
｛
今
泉
龍
寺
）
．
四
日
龍
宮
北
（
今
茶
皇
室
守
）
．
五
日
神
遊
林
（
今
天
王

寺
）
．
六
日
沙
川
尾
（
今
霊
妙
寺
）
．
七
日
婿
請
田
（
今
曇
厳
寺
）
．
此
等
悌
法
不
滅
前
劫
時
伽
藍
埴
也
．
汝
嘗
蹄
彼

土
．
初
傭
玄
旨
．
為
浮
屠
始
祖
．
不
亦
美
乎
．
師
既
承
命
子
之
聾
．
出
彊
而
来
寓
新
羅
王
関
西
里
（
今
曇
巌
寺
是
也
｝
．

時
首
味
雛
王
即
位
二
年
美
未
実
．
師
請
行
竺
教
．
以
前
所
不
見
為
怪
．
至
有
持
殺
之
者
．
故
退
隠
子
績
村
毛
鵡
家
．
今
善

州
也
．
逃
害
三
年
．
成
園
宮
主
病
疾
不
愈
．
遺
使
四
方
．
求
能
治
者
．
師
臆
募
赴
闘
．
為
療
其
患
．
玉
大
悦
問
其
所

欲
．
師
請
日
但
瓶
寺
於
天
鏡
林
．
吾
願
足
実
．
王
許
之
．
然
世
質
民
頑
．
不
能
蹄
向
。
乃
以
白
屋
為
寺
．
後
七
年
始
有
欲

為
僧
者
．
来
依
受
法
．
毛
織
之
妹
名
史
侍
・
亦
投
為
尼
．
乃
於
三
川
岐
立
寺
田
永
興
．
以
依
住
罵
．
昧
雛
王
崩
後
．
嗣
王

亦
不
敬
浮
屠
．
持
欲
庖
之
．
師
還
績
村
．
自
作
墓
入
其
内
．
閉
戸
示
掘
．
因
此
聖
教
不
行
於
斯
庫
．
厭
後
二
百
齢
年
．
原

宗
果
興
像
教
．
皆
加
道
寧
所
言
．

「
我
道
」
を
「
阿
道
」
と
す
る
な
ど
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
史
料
一

a
と
ほ
ぼ
閉
じ
内
容
で
あ
る
・
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次
の
史
料
群
は
、
だ
い
ぶ
年
代
は
下
る
が
、
第
十
九
代
前
紙
王
（
四
一
七
l
五
八
）
代
で
あ
る
。

高
僧
各
7
v・
「
三
国
史
え

1r記
載
さ
れ
て
い
る
・
以
下
引
用
す
る
と
、

「
三
国
遺
事
」
｛
史
料
二

a
）

第
十
九
代
前
極
王
時
。
沙
門
墨
胡
子
自
高
麗
至
一
善
郡
・
郡
人
毛
趨
｛
或
作
毛
織
）
。
於
家
中
作
堀
室
安
置
．
時
梁
遺

使
賜
衣
著
香
物
。
君
臣
不
知
其
香
名
輿
其
所
用
。
遺
使
粛
香
遍
問
圏
中
．
墨
胡
子
見
之
日
。
此
之
謂
香
也
．
焚
之
則
香
気

芽
誼
．
所
以
達
誠
於
神
聖
。
神
聖
未
有
過
於
三
質
。
若
焼
此
皆
願
．
則
必
有
霊
臆
（
納
緬
在
晋
宋
之
世
。
而
云
梁
遺
使
。

恐
誤
）
．
時
王
女
病
革
。
使
召
墨
胡
子
。
焚
香
表
奮
。
王
女
之
病
尋
愈
。
王
喜
厚
加
費
既
．
俄
而
不
知
所
帰
．

「
海
東
高
僧
伝
」
（
史
料
二
b
）

新
羅
前
祇
王
時
．
有
墨
胡
子
者
。
従
句
高
麗
至
一
善
郡
。
宣
化
有
縁
．
郡
人
毛
植
．
家
中
作
窟
室
安
置
．
於
是
梁
遺
使

賜
衣
著
香
物
。
君
臣
不
知
香
名
及
輿
所
用
。
乃
遣
中
使
責
香
遍
問
中
外
．
胡
子
見
之
禍
其
名
目
白
．
焚
此
則
香
気
斉
誼
．

所
以
違
誠
於
神
霊
．
所
調
神
聖
不
過
三
賓
．
一
団
側
陀
．
二
日
違
摩
。
三
日
僧
伽
。
若
焼
此
費
願
．
必
有
璽
臆
．
時
王
女

病
革
。
王
使
胡
子
焚
香
表
書
。
厭
疾
尋
愈
。
王
甚
喜
．
酬
贈
尤
厚
。
胡
子
出
見
毛
趨
．
以
所
得
物
贈
之
．
報
其
徳
罵
。
国

語
目
。
吾
有
所
婦
鵠
辞
。
俄
而
不
知
所
去
。

コ
ニ
国
遺
官
民
可
・
「
海
東

p
h
u
 

ρ
n
v
 

コ
ニ
国
史
記
」
｛
史
料
二
C
）

初
訊
祇
王
時
。
沙
門
墨
胡
子
自
高
句
麗
至
一
善
郡
。
郡
人
毛
植
於
家
中
作
堀
室
安
置
。
於
時
梁
遣
使
賜
衣
著
香
物
。
軍

臣
不
知
其
香
名
輿
其
所
用
。
遣
人
賓
香
遍
間
．
墨
胡
子
見
之
。
稿
其
名
目
白
．
此
焚
之
則
香
気
芽
笛
．
所
以
違
誠
於
神
聖

．
所
調
神
聖
未
有
過
於
三
賀
．
一
日
併
陀
．
二
日
違
摩
．
三
日
僧
伽
・
若
焼
此
聾
願
．
則
必
有
霊
臆
．
時
王
女
病
革
．
王



使
胡
子
焚
香
表
替
．
王
女
之
病
尋
愈
．
王
甚
喜
．
観
贈
尤
厚
．
胡
子
出
見
毛
檀
・
以
所
得
物
贈
之
．
因
語
目
。
吾
今
有
所

踊
。
謂
酔
。
俄
而
不
知
所
錦
．

前
祇
王
代
に
、
高
句
麗
か
ら
墨
胡
子
と
い
う
僧
が
一
善
郡
に
来
て
郡
人
の
毛
礼
の
家
の
窟
室
に
住
ん
だ
。
そ
の
頃
、
梁
の
使

い
が
新
羅
に
着
物
と
香
を
持
っ
て
き
た
が
、
君
臣
は
香
の
用
途
が
分
か
ら
な
か
っ
た
．
そ
こ
で
、
墨
胡
子
が
用
途
を
教
え
、

又
、
王
女
の
病
気
も
治
し
、
い
ず
こ
と
も
な
く
去
っ
た
。

（
史
料
二

a
）
・
（
史
料
二
b
）
・
（
史
料
二
C
）
と
も
、
同
内
容
で
あ
る
。

次
の
史
料
群
は
、
第
二
十
一
代
毘
処
王
（
四
七
九
l

五
O
O）
代
で
、
「
三
国
遺
官
民
〕
4
・
「
海
東
高
僧
伝
山
市
）
・
「
三
国
史

巴
nr記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
三
国
遣
事
」
（
史
料
三

a
）

二
十
一
毘
慮
王
時
。
有
我
道
和
尚
．
興
侍
者
三
人
。
亦
来
毛
檀
家
．
犠
表
似
墨
胡
子
．
住
動
年
。
無
疾
而
終
。
其
侍
者

三
人
留
住
。
講
謂
躍
律
。
往
住
有
信
奉
者
｛
有
注
云
興
本
碑
及
諸
情
記
殊
異
。
又
高
僧
樽
云
西
竺
人
。
或
云
従
呉
束
）
．

「
海
東
高
僧
伝
」
｛
史
料
三
b
）

毘
慮
王
時
．
有
阿
道
和
尚
。
輿
侍
者
三
人
．
亦
来
止
毛
檀
家
．
儀
表
似
胡
子
．
住
数
年
無
疾
而
化
。
其
侍
者
三
人
留
住

謂
謂
組
律
。
往
々
有
信
受
奉
行
者
罵
．

コ
ニ
国
史
記
」
（
史
料
三
C
）

蹴
慮
王
時
。
有
阿
道
（
一
作
我
道
）
和
尚
．
輿
侍
者
三
人
．
亦
束
毛
檀
家
．
犠
表
似
墨
胡
子
。
住
数
年
．
無
疾
而
死
．
其

侍
者
三
人
留
住
．
講
請
経
律
．
往
往
有
信
奉
者
。
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毘
処
王
代
に
、
阿
道
と
言
う
墨
胡
子
に
よ
く
似
た
僧
が
毛
礼
の
家
に
来
た
。
数
年
後
、
病
な
く
し
て
死
ん
だ
が
、
侍
者
三
人

が
留
ま
り
経
律
を
講
読
し
、
た
ま
に
信
奉
す
る
者
も
い
た
、
と
あ
る
・

コ
ニ
国
遺
事
」
で
は
、
「
阿
道
」
を
「
我
道
」
と
し
、
又
、
注
と
し
て
「
注
ニ
伝
へ
ル
有
リ
、
本
碑
及
ピ
諸
ノ
伝
記
ト
殊
異

｛
伝
）
ア
リ
．
又
、
高
僧
伝
ニ
云
ク
、
西
竺
ノ
人
ナ
リ
ト
．
或
ハ
云
ク
、
呉
ヨ
リ
来
レ
ル
ナ
リ
」
と
、
付
け
足
し
て
い
る
が
、

そ
の
他
は
同
内
容
で
あ
る
．

円
岬
凶

V

門
柿

M
M

ハM円
U

次
に
、
中
国
朝
の
梁
（
五
O
一
丁
五
五
二
代
の
こ
と
と
し
て
、
「
三
国
遣
事
」
・
「
海
東
高
僧
伝
」
に
、
高
得
相
の
「
詩

史
」
を
引
用
し
た
記
録
が
あ
る
．
以
下
に
引
用
す
る
と
、

「
三
国
遣
事
」
（
史
料
四

a
）

高
得
相
詠
史
詩
云
．
梁
遣
使
僧
日
元
表
．
宣
送
漠
檀
及
纏
像
．

「
海
東
高
僧
伝
」
（
史
料
四
b
）

按
高
得
相
詩
史
．
日
梁
氏
遣
使
日
・
元
表
送
沈
檀
及
鰹
像
．
不
知
所
為
．
杏
四
野
．
阿
道
逢
時
価
担
法
。
相
註
云
．
阿
道

再
遭
新
害
．
神
通
不
死
。
隠
毛
鵡
家
。
則
梁
呉
之
使
莫
僻
其
詳
．
又
阿
道
之
跡
多
同
墨
胡
子
．
何
哉
．
然
自
永
平
至
大
通

丁
未
．
凡
四
百
十
齢
年
．
句
高
麗
興
法
己
百
五
十
齢
年
．
而
百
酒
己
行
一
百
四
十
齢
年
実
．

梁
が
元
表
を
遣
わ
し
て
、
沈
檀
と
経
像
を
送
っ
た
が
、
新
羅
で
は
用
途
が
分
か
ら
ず
、
阿
道
が
用
途
を
教
え
た
、
と
あ
る
．

「
梁
ハ
使
ト
シ
テ
僧
ノ
元
表
ト
云
フ
ヲ
遺
ワ
シ
テ
」
と
、
元
表
が
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い

『
三
国
遺
事
」
に
は
、

る
最
後
の
史
料
は
、
法
興
王
（
五
一
四
l
五
四
O
）
代
で
、

ハ
wmv

「
海
東
高
僧
伝
」
が
古
記
を
引
い
て
記
載
し
て
い
る
・

｛
史
料
五
）

司
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按
古
記
．
梁
大
通
元
年
三
月
十
一
日
。
阿
道
束
至
一
善
郡
。
天
地
震
動
。
師
左
執
金
環
錫
杖
。
右
筆
玉
鉢
臆
器
。
身
著

霞
相
．
口
調
花
詮
初
到
信
士
毛
檀
家
。
植
出
見
驚
樗
而
言
日
．
曇
者
高
麗
僧
正
方
来
人
我
園
．
君
臣
怪
為
不
祥
．
議
而
殺

之
。
又
有
誠
垢
耽
従
彼
復
束
。
殺
毅
加
前
．
汝
向
何
求
而
来
耶
。
宣
速
入
門
。
菓
令
隣
人
得
見
。
引
置
密
室
。
修
供
不
怠

。
適
有
呉
使
以
五
香
献
原
宗
王
。
王
不
知
所
用
。
遍
詞
圏
中
。
使
者
至
間
法
師
．
師
日
以
火
焼
而
供
悌
也
．
其
後
借
至
京

師
。
王
令
法
師
見
使
使
檀
拝
日
．
此
遁
園
高
僧
何
不
遠
。
而
王
因
此
知
悌
僧
可
敬
．
勅
許
斑
行
。

五
二
七
年
（
梁
大
通
元
年
・
法
興
王
十
四
）
に
、
阿
道
は
一
善
郡
の
毛
礼
の
家
に
着
い
た
。
し
か
し
、
先
に
高
句
麗
僧
の
正

方
が
、
新
羅
に
来
た
が
殺
さ
れ
、
又
、
高
句
置
か
ら
来
た
減
垢
耽
も
殺
さ
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
毛
礼
の
家
の
密
室
に
往
し
た
．

呉
の
使
者
が
、
国
王
に
香
を
献
じ
た
が
、
国
中
の
人
は
そ
の
用
法
を
し
ら
な
か
っ
た
・
し
か
し
、
香
の
用
法
を
知
っ
て
い
た
阿

道
は
、
そ
れ
を
機
に
国
王
か
ら
崇
敬
を
受
け
、
併
法
の
流
布
が
許
さ
れ
た
．

n
6
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以
上
が
、
新
羅
仏
教
公
伝
の
史
料
を
年
代
順
に
ま
と
め
て
区
分
し
た
も
の
で
あ
ふ
哨
v

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
に
つ
い
て
問
題
点
を
上
げ
な
が
ら
、
考
察
を
つ
づ
け
て
い
く
．

「
史
料
一
」
に
つ
い
て
は
、
「
三
国
遣
事
」
の
著
者
一
然
ご
二

O
六
l
八
九
）
は
、
「
阿
道
が
、
味
雛
王
代
な
ら
高
句
麗

仏
教
公
伝
よ
り
も
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
頃
、
新
羅
に
は
文
物
礼
教
も
な
く
、
国
号
も
な
い
」
と
し
て
非
難
し

円
円

H
V

て
い
る
．
文
、
末
松
保
和
博
士
も
「
味
雛
王
二
年
士
工
ハ
三
）
と
い
う
年
立
て
は
、
我
道
の
母
（
高
道
寧
）
の
予
言
に
言
う
三

千
余
年
と
言
う
数
字
と
、
辻
棲
を
合
わ
せ
る
べ
く
算
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
史
料
的
価
値
を
否
定
し
て
い
る
・

「
史
料
ご
の
「
我
道
和
問
碑
」
の
撰
者
金
用
行
に
つ
い
て
は
、
新
羅
十
七
階
位
中
の
第
十
位
大
奈
麻
で
あ
り
、
「
我
道
和

尚
碑
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
七
伽
藍
の
な
か
で
、
一
番
新
し
い
曇
厳
寺
の
創
建
が
神
文
王
・
孝
昭
王
代
（
六
八
一

l
七
O
二）



で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
以
降
の
人
と
考
え
ら
れ
る
・
確
か
に
こ
の
「
史
料
ご
は
説
話
的
要
素
が
多
く
、
又
、
年
代
的
に

も
伝
来
の
決
め
手
と
は
な
り
得
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
は
七
伽
藍
の
跡
が
、
凡
て
発
掘
さ
れ
、
「
史
料
ご
と
所
在
地
が
一

ハ

mv

致
し
て
い
る
と
と
が
韓
国
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
金
用
行
が
何
ら
か
の
必
要
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
事
実
を
基

に
し
な
が
ら
も
、
仏
教
伝
来
年
次
を
繰
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
．

「
史
料
二
」
は
、
前
班
王
代
（
四
一
七
l
五
八
）
に
墨
胡
子
が
高
句
麗
か
ら
来
た
・
閉
じ
頃
に
、
梁
の
使
者
が
香
を
持
っ
て

新
羅
に
来
た
が
君
臣
誰
も
そ
の
用
途
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
墨
胡
子
が
説
明
し
た
、
と
あ
る
．
こ
の
「
史
料
二
」
の
一

ハ
叩
M
V

つ
の
問
題
は
、
訊
極
王
代
と
梁
使
（
五
O
二
l
五
五
六
）
の
時
間
的
相
違
で
あ
る
が
、
末
松
博
士
は
、
司
「
梁
の
建
国
は
前
抵
王

代
が
終
っ
て
か
ら
三
十
五
年
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
梁
使
は
宋
使
と
あ
る
べ
き
の
誤
り
で
あ
る
と
解
さ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
私
は
逆
に
、
梁
使
云
々
と
あ
る
の
が
、
歴
史
的
事
実
の
片
鱗
で
あ
っ
て
、
割
祇
王
代
と
い
う
の
が
、
伝
説

の
あ
て
推
量
か
、
乃
至
は
訊
誕
王
代
を
、
右
の
如
き
時
間
に
か
け
る
の
は
、
後
世
史
家
の
造
作
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
梁
使

に
重
点
を
置
い
て
訊
抵
王
代
説
を
批
判
し
て
い
る
・

一
方
、
江
田
俊
雄
博
＋
鴫
「
最
も
歴
史
的
確
実
性
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
の
は
耕
一
聖
説
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
毘
処
王
（

四
七
九
l
五
O
O）
の
時
に
は
、
既
に
宮
中
に
焚
修
僧
が
置
か
れ
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
、
仏
教
の
入
っ
て
き
た
こ

と
は
疑
い
な
い
」
と
、
訊
抵
王
代
説
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
納
祇
王
代
と
梁
使
の
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
．

「
史
料
三
」
は
、
毘
処
王
代
に
、
儲
表
が
墨
胡
子
に
似
て
い
る
僧
侶
が
毛
礼
の
家
に
来
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
．
し
か
し
、

僧
侶
が
、
（
史
料
三

a
）
は
我
道
、
（
史
料
三
b
）
は
阿
道
、
（
史
料
三
C
）
阿
道
・
我
道
、
と
あ
っ
て
同
一
で
は
な
い
．
「

三
国
史
記
」
が
、
阿
道
と
我
道
を
同
一
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
採
る
と
す
れ
ば
（

a
）
・
｛
b
）
・
（
C
）
の

内
容
は
一
致
す
る
．
し
か
し
、
こ
の
伝
来
者
の
問
題
は
「
史
料
三
」
に
限
ら
れ
ず
、
「
史
料
ご
か
ら
「
史
料
五
」
ま
で
、
新
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羅
に
来
る
僧
は
阿
道
・
我
道
・
墨
胡
子
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
又
、
高
句
麗
仏
教
の
伝
来
僧
も
「
阿
道
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

円

nv

こ
と
等
か
ら
、
阿
道
・
我
道
・
墨
胡
子
を
固
有
名
調
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
史
料
四
」
は
、
詳
細
な
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
梁
が
僧
の
一
冗
表
を
遣
わ
し
て
、
沈
檀
と
経
像
を
送
っ
た
、
と
あ
り
、
こ

こ
で
は
梁
使
が
問
題
と
な
る
。

「
史
料
五
」
は
、
五
二
七
年
に
阿
道
が
来
て
、
呉
（
二
二
二
l
八
O
）
の
使
者
が
献
じ
た
香
の
用
法
を
教
え
た
と
あ
り
、
呉

使
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
・
「
史
料
五
」
に
は
、
そ
の
外
に
、
我
道
以
前
に
高
句
麗
か
ら
来
た
正
方
と
減
垢
耽
の
ζ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
二
人
の
名
が
出
て
く
る
の
は
、
「
海
東
高
僧
伝
」
だ
け
で
、
中
国
の
史
料
に
も
見
当
た
ら
な
い
．

門
”
抽
一
》

末
松
保
和
博
士
は
、
こ
の
「
史
料
五
」
を
採
り
、
呉
使
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
に
呉
使
を
梁
使
に
置
き
換
え
、
「
史
料
四
」
の

元
表
が
梁
使
と
し
て
来
た
と
し
、
「
新
羅
仏
教
の
起
源
的
紀
年
と
し
て
大
通
元
年
（
五
二
七
）
が
あ
る
。
新
羅
仏
教
の
素
地
を

作
っ
た
も
の
は
高
句
麗
仏
教
で
あ
り
、
ご
の
素
地
の
上
に
、
そ
れ
を
啓
行
に
ま
で
す
す
め
た
も
の
が
梁
の
使
僧
元
表
で
あ
っ

た
」
と
し
て
い
る
。
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以
上
が
「
史
料
一
」
か
ら
「
史
料
二
」
ま
で
の
主
な
問
題
点
で
あ
る
・

こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
、
新
羅
と
高
句
麗
・
百
酒
の
対
外
的
関
係
を
第
十
七
代
奈
却
王
代
（
三
五
六
l
四
O
ニ）

か
ら
「
三
国
史
記
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
・

（
a
）
第
十
七
代
奈
勿
王
代
（
三
五
六
｜
四
O
二）

三
十
七
年
（
三
九
二
）
春
正
月
。
高
句
麗
遣
使
．
王
以
高
句
麗
強
盛
．
送
伊
冶
大
西
知
子
賞
聖
為
質
．

（b
）
第
十
八
代
賓
聖
王
（
四

O
ニ
l
四
一
七
）

二
年
（
四
O
三）

秋
七
月
。
百
槽
浸
遁
．



十
一
年
（
四
一
二
）

（
C
）
第
十
九
代
前
抵
王
（
四
一
七
l
四
五
八
）

春
正
月
。
弟
卜
好
自
高
句
盟
．
興
提
上
奈
麻
還
来
．

春
二
月
・
遣
使
高
句
麗
修
鴨
．

秋
七
月
。
百
漕
遣
使
請
和
．
従
之
．

春
二
月
。
百
槽
王
送
良
馬
二
匹
。

秋
九
月
。
又
送
白
躍
。

冬
十
月
。
王
以
黄
金
明
珠
．
報
鴨
百
槽
・

三
十
四
年
（
四
五
O
）
秋
七
月
・
高
句
麗
遁
勝
雄
於
悉
直
之
原
．
何
惹
羅
城
主
三
直
出
兵
掩
殺
之
・
麗
王
聞
之
努
．
使
来

告
目
。
孤
輿
大
王
。
修
好
至
歓
也
．
今
出
兵
殺
我
遁
将
。
是
何
義
耶
．
乃
興
師
侵
我
西
遁
．
王
卑

酔
謝
之
．
乃
婦
．

三
十
八
年
（
四
五
四
）
八
月
・
高
句
盟
侵
北
遁
．

三
十
九
年
（
四
五
五
）
冬
十
月
。
高
句
麗
侵
百
糟
．
王
遣
兵
救
之
．

（b
）
第
二
十
代
慈
悲
王
（
四
五
八
l
四
七
九
）

十
一
年
｛
四
六
八
）

十
七
年
（
四
七
四
）

二
年
（
白
一
八
）

八
年
（
四
二
四
）

十
七
年
（
四
三
三
）

十
八
年
（
四
三
四
）

以
奈
勿
王
子
ト
好
．
質
於
高
句
麗
・

1
i
 

可

t

春
。
高
句
麗
興
聴
鞠
襲
北
遁
悉
直
城
．

七
月
．
高
句
麗
王
巨
連
親
率
兵
攻
百
滴
・
百
槽
王
慶
遺
子
文
周
求
掻
．
王
出
兵
救
之
．
未
至
．
百

酒
己
陥
．
慶
亦
被
害
．

（
e
）
第
二
十
一
代
筆
知
王
（
四
七
九
l
五
O
O）



三
年
（
四
八
二

六
年
（
四
八
四
）

七
年
（
四
八
五
）

十
一
年
（
四
八
九
）

十
五
年
（
四
九
三
）

十
六
年
（
四
九
四
｝

十
七
年
（
四
九
六
）

三
月
。
高
句
麗
輿
批
判
鞠
入
北
遁
．
取
狐
鳴
等
七
城
。
又
進
軍
於
禰
秩
夫
。
我
軍
興
百
糟
加
耶
援

兵
。
分
道
禦
之
。
賊
敗
退
迫
撃
破
之
泥
河
西
。
斬
首
千
齢
級
。

秋
七
月
。
高
句
麗
侵
北
遁
。
我
軍
輿
百
欄
合
撃
於
母
山
城
下
．
大
破
之
．

五
月
。
百
糟
来
璃
．

九
月
。
高
句
麗
襲
北
遁
至
文
雌
．

春
三
月
。
百
糟
王
牟
大
遣
使
請
婚
。
王
以
伊
伐
冶
比
智
女
送
之
．

秋
七
月
。
将
軍
貫
竹
等
輿
高
句
麗
戦
薩
水
之
原
。
不
克
。
退
保
犬
牙
域
。
高
句
盟
兵
圏
之
．
百
糟

王
牟
大
遺
兵
三
千
．
救
解
園
。

秋
八
月
。
高
句
麗
園
百
酒
雄
壇
域
。
百
槽
請
救
。
王
令
将
軍
徳
智
・
率
兵
以
救
之
．
高
句
麗
衆

潰
？
百
酒
王
遺
使
来
謝
．

秋
七
月
。
高
句
麗
来
攻
牛
山
城
。
将
軍
貫
竹
出
撃
泥
河
上
破
之
．

八
円
。
高
句
麗
攻
陥
牛
山
城
。

十
八
年
（
四
九
六
）

十
九
年
（
四
九
七
）

（f
）
第
二
十
三
代
智
謹
王
（
五
O
O
l
五
一
四
）

新
羅
と
高
句
麗
・
百
酒
と
の
対
外
記
録
無
し
．

こ
れ
に
よ
る
と
（

a
）
三
十
七
年
か
ら
（
C
）
八
年
ま
で
百
糟
と
は
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
が
、
高
句
麗
と
は
人
質
を
送
る
な

ど
の
主
従
関
係
が
み
ら
れ
る
．
し
か
し
、
（
C
）
十
七
年
に
は
百
槽
と
の
同
盟
が
確
立
さ
れ
、
逆
に
（
C
）
三
十
四
年
か
ら
新

羅
・
百
構
同
盟
と
高
句
麗
の
対
立
が
判
明
す
る
・
つ
ま
り
、
四
五
O
年
ま
で
は
高
句
麗
と
友
好
関
係
に
あ
り
、
四
三
三
年
か
ら

は
百
酒
と
友
好
関
係
を
結
び
、
四
三
二
年
か
ら
四
五
O
年
の
十
七
年
間
新
羅
は
高
句
麗
・
百
糟
と
も
友
好
関
係
に
あ
っ
た
と
も
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考
え
ら
れ
る
。

円

nv

法
興
王
ま
で
の
新
羅
の
領
地
は
、
（
巻
第
四
）
に
よ
る
と
、
竹
領
（
慶
尚
南
道
と
忠
清
北
道
の
境
界
）
以
内

で
現
在
の
慶
尚
道
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
民
興
王
十
二
年
（
五
五
こ
に
百
構
と
共
に
高
句
麗
に
攻
め
入
り
、
竹
領
以
北
・
高
幸

以
内
の
十
郡
を
取
り
、
又
、
員
興
王
十
四
年
（
五
五
三
）
に
は
百
糟
の
漢
江
下
流
域
（
広
州
）
を
攻
め
取
っ
た
と
あ
る
・
こ
れ

に
よ
り
、
四
三
三
年
か
ら
続
い
た
百
漕
と
の
同
盟
が
崩
壊
す
る
が
、
新
羅
の
領
土
は
北
部
に
お
い
て
は
今
の
江
原
・
京
畿
両
道

に
ま
た
が
る
全
漢
江
の
領
域
を
占
め
、
西
北
は
臨
海
江
沿
岸
を
占
め
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
、
民
興
王
二
十
三
年
に
は
大
伽
耶

を
誠
亡
さ
せ
、
伽
耶
連
盟
の
中
の
重
要
な
国
で
あ
る
安
羅
（
今
の
威
安
）
や
そ
の
他
の
小
国
等
を
も
従
属
さ
せ
る
に
至
る
．

三
国
の
中
国
王
朝
と
の
国
交
を
調
べ
る
と
高
句
麗
・
百
糟
の
国
号
は
中
国
史
料
に
頻
繁
に
表
れ
、
冊
封
状
態
に
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
．
そ
れ
は
、
高
句
麗
は
中
国
と
陸
続
き
で
あ
り
、
又
、
黄
海
沿
岸
を
有
し
て
い
た
た
め
、
海
陸
両
路
に
よ
っ
て
中

国
王
朝
に
朝
貢
が
可
能
で
あ
り
、
百
摘
も
黄
海
沿
岸
で
海
路
に
よ
る
朝
買
が
可
能
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
・
し
か
し
、
民
興
王

十
四
年
以
前
新
羅
は
、
海
路
及
び
陸
路
で
朝
貢
す
る
に
し
て
も
必
ず
高
句
麗
・
百
摘
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
．

新
羅
と
中
国
王
朝
と
の
関
係
を
中
国
側
の
史
料
に
よ
り
、
法
興
王
ま
で
を
期
限
と
し
て
ま
と
め
る
と
、

門
”
酬
》

（
a
）
太
元
二
年
（
晋
烈
宗
太
元
二
年
・
建
元
十
三
年
・
三
七
七
）
春
．
高
句
盟
・
新
羅
・
西
南
夷
・
皆
遺
使
入
買
干
義
．
町

内
m
M
V

（b
）
太
元
七
年
（
晋
烈
宗
太
元
七
年
・
建
元
十
八
年
・
三
八
二
）
是
年
．
新
羅
王
棲
寒
使
者
遺
秦
．

｛

C
）
永
平
元
年
（
天
監
七
年
・
五

O
八
）
三
月
．
斯
羅
・
阿
陥
比
羅
・
阿
夷
必
・
多
婆
郡
・
伽
伽
、
師
違
・
子
関
諸
園
。
誼

遣
使
朝
献
－

nmo 

五
月
．
高
麗
園
遣
使
朝
献
。

nnv 

（
d
）
普
通
二
年
（
五
二
二
冬
十
一
月
。
百
糟
・
新
羅
国
．
各
遺
使
献
方
物
。

「
三
国
史
記
」

円
べ

u
ワ
t



以
上
の
よ
う
に
（

a
）
l
（d
）
の
四
回
が
み
ら
れ
る
。

円
四
四
円
》

（b
）
に
つ
い
て
は
、
「
三
国
史
記
」
（
巻
第
三
・
新
羅
本
紀
）
に
「
奈
勿
王
二
十
六
年
（
三
八
こ
衛
頭
ヲ
遣
ハ
シ
テ
符

秦
ニ
入
リ
テ
、
方
物
ヲ
貢
グ
a

符
堅
、
衛
頭
ニ
問
ヒ
テ
日
ク
。
卿
ノ
言
フ
海
東
ノ
事
、
古
ト
何
ゾ
同
ジ
カ
ラ
ズ
ヤ
。
答
へ
テ
日

ク
．
亦
猶
ホ
中
国
ニ
時
代
ノ
変
革
、
名
号
ノ
改
易
ア
リ
。
今
コ
コ
ニ
同
ヲ
得
ル
」
と
あ
り
、
奈
勿
王
が
衛
頭
を
前
秦
王
符
竪
の

許
に
遣
わ
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
（
b
）
と
一
年
の
差
異
が
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
一
致
す
る
・

（
a
）
に
つ
い
て
は
、
「
三
国
史
記
」
｛
新
羅
本
紀
）
に
該
当
す
る
記
載
は
な
い
が
、
「
三
国
史
記
」
（
巻
第
十
八
・
高
句

門
明
凶
一

v

麗
本
紀
）
に
「
小
猷
林
王
七
年
（
三
七
七
）
。
使
ヲ
遣
ハ
シ
符
秦
ニ
入
リ
テ
朝
貢
ス
」
と
あ
り
、
三
七
七
年
に
小
猷
林
王
が
前

秦
に
朝
貢
し
た
と
と
が
記
さ
れ
て
い
る
・
（

a
）
・
（
b
）
及
び
高
句
麗
・
新
羅
の
従
属
関
係
か
ら
考
え
合
わ
せ
る
と
、
新
羅

が
高
句
盟
の
使
に
付
随
し
て
朝
貢
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ハ旬咽一
V

（
C
）
は
「
三
国
史
記
」
（
新
羅
本
紀
）
に
は
該
当
す
る
記
載
が
な
く
「
三
国
史
記
」
（
巻
第
十
九
・
高
句
麗
本
紀
）
に

「
文
苔
王
十
八
年
夏
五
月
・
使
ヲ
遣
ハ
シ
翻
ニ
入
リ
テ
朝
貢
ス
」
と
あ
る
・
四
五
四
年
か
ら
対
立
関
係
に
あ
っ
た
高
句
麗
と
新

羅
で
あ
る
が
、
第
二
十
二
代
智
謹
王
（
五
O
O
l
一
四
）
・
第
二
十
三
代
法
興
王
（
五
一
四

l
四
O
）
聞
は
、
高
句
麗
・
百
滴

と
の
対
外
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
時
的
に
も
高
句
麗
・
新
羅
閣
の
友
好
関
係
が
考
え
ら
れ
る
・
新
羅
三
月
・
高
句
麗
五
月

の
朝
貢
で
、
時
間
的
に
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
高
句
麗
付
随
の
新
羅
の
朝
貢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．

円割
V

（d
）
の
普
通
二
年
の
事
項
は
「
三
国
史
記
」
（
巻
第
二
十
六
・
百
摺
本
紀
）
に
「
武
寧
王
（
五
O
一
t
L
一
三
）
二
十
一
年

円
切
曲
一
v

（
五
二
二
冬
十
一
年
．
使
ヲ
遣
ハ
シ
梁
ニ
入
リ
テ
朝
貢
ス
」
と
あ
り
、
又
、
（
巻
第
四
・
新
羅
本
紀
｝
に
「
法
興
王
八
年

（
五
二
二
．
使
ヲ
梁
ニ
遺
ハ
シ
テ
方
物
ヲ
貢
グ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
路
に
よ
っ
て
百
槽
に
付
随
し
て
朝
貢
し
て
い
る
が

明
ら
か
で
あ
る
・

凋
M
T

円，E



し
た
が
っ
て
、
三
国
聞
及
び
中
国
史
料
か
ら
員
興
王
十
四
年
迄
の
新
羅
は
、
黄
海
側
の
領
土
も
な
く
大
陸
に
続
く
領
土
も
な

く
、
北
朝
に
は
高
句
麗
、
南
朝
に
は
百
潤
と
い
う
よ
う
に
当
時
の
友
好
国
に
付
随
し
て
朝
貢
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
・

以
上
を
踏
ま
え
て
、
新
羅
に
お
け
る
仏
教
伝
来
を
考
察
す
る
と
、

「
史
料
ご
は
、
伝
来
が
二
六
三
年
で
高
句
麗
仏
教
伝
来

時
の
三
二
七
年
よ
り
も
早
い
こ
と
か
ら
信
じ
難
く
、
新
羅
仏
国
土
説
等
と
も
関
連
し
て
、
新
羅
と
仏
教
の
関
係
を
早
め
る
た
め

に
金
用
行
が
撰
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
史
料
二
」
は
説
話
王
代
（
四
一
七
l
五
八
）
に
、
梁
使
が
き
た
と
い
う
が
、
前
祇
王
時
に
梁
（
五
O
二
l
五
七
）
は
存
在

せ
ず
、
宋
（
四
二

O
！
四
七
八
）
と
置
き
換
え
る
と
四
三
三
年
か
ら
の
百
糟
と
の
友
好
か
ら
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
新
羅
・
宋
聞
に
朋
封
関
係
が
無
か
っ
た
た
め
、
宋
が
新
羅
に
使
者
を
送
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
朝
鮮
史
料
に
も
中
国

史
料
に
も
両
国
間
の
関
係
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
史
料
の
史
実
性
が
疑
わ
れ
る
。

「
史
料
五
」
は
五
二
七
年
頃
に
呉
使
が
香
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
呉
（
二
二
二
l
八

O
）
は
そ
の
頃
存
在
せ
ず
、
梁

と
置
き
換
え
て
も
、
五
一
二
年
に
百
摘
に
付
随
し
て
朝
貢
し
て
い
る
が
、
梁
と
新
羅
聞
に
冊
封
関
係
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
梁
が
新
羅
に
使
者
を
送
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
．
中
国
王
朝
の
僅
者
が
最
初
に
新
羅
に
来
る
の
は
、
朝
鮮
史
料
で
は

五
四
九
年
で
あ
る
が
、
こ
の
事
項
は
若
干
の
問
題
が
残
り
、
史
実
に
近
い
も
の
は
、
五
六
五
年
で
あ
り
、
そ
の
時
初
め
て
北
斉

か
ら
使
持
節
東
夷
枝
尉
楽
浪
群
公
新
羅
王
の
官
爵
を
受
け
る
の
で
あ
る
．
又
、
そ
れ
ま
で
の
高
句
麗
・
百
槽
と
の
国
交
、
四
度

の
中
国
王
朝
へ
の
朝
貢
か
ら
、
香
の
用
法
が
分
か
ら
な
い
と
言
う
の
も
不
自
然
で
あ
る
う
・

「
史
料
四
」
も
梁
使
が
問
題
で
あ
る
が
、
上
記
の
理
由
で
不
当
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
史
料
三
」
で
あ
る
。
中
国
王
朝
名
・
使
者
・
香
・
王
女
の
病
気
等
の
記
載
が
な
く
、
毘
処
王
時
に
毛
植
の
家
に
来

F
h
u
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た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
王
代
の
焚
修
僧
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
最
も
史
実
に
近
い
史
料
で
は
な
か
ろ
う

カヨ
新
羅
仏
教
伝
来
に
関
す
る
史
料
に
は
、
し
ば
し
ば
中
国
王
朝
名
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
単
に
権
威
付
け
の
た
め
で
あ

り
、
混
乱
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
新
羅
仏
教
は
、
人
質
な
ど
を
出
し
た
高
句
麗
と
の
従
属
関
係
、
及
び
、
百
槽
と
の
同
盟
か

ら
、
極
自
然
に
官
吏
や
民
衆
聞
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
手
助
け
し
た
の
が
高
句
麗
か
ら
き
た
、
阿
道
・
墨
胡
子
等
と
い

う
普
通
名
詞
で
呼
ば
れ
た
僧
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
遅
く
と
も
毘
処
王
代
ま
で
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．
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『
三
国
史
記
』
巻
第
四
、
新
聞
幡
本
紀
第
四
、
朝
鮮
史
学
会
編
三
九
買

『
三
国
遣
事
』
巻
第
一
ニ
、
大
正
蔵
四
九
、
九
八
七
中
下
。

「
海
東
高
僧
伝
』
巻
第
一
、
大
正
蔵
五

O
、
九
八
七
下
1

九
八
八
上
。

ご
ニ
園
遣
事
』
巻
第
一
二
、
興
法
第
三
、
大
正
蔵
四
九
、
九
八
六
中
下
。

「
海
東
高
僧
伝
』
巻
第
一
、
大
正
蔵
五

O
、
一

O
一
八
上
中
・

『
三
国
遣
事
』
巻
第
三
、
興
法
第
三
、
大
正
蔵
四
九
、
九
八
六
上
中
。

「
海
東
高
僧
伝
』
巻
第
一
、
大
正
蔵
五

O
、
一

O
一
七
下
l

一
O
一
八
上
。

『
三
国
史
記
』
巻
第
四
、
新
縄
本
紀
第
四
、
朝
鮮
史
学
会
編
三
九
頁

（

g
）
『
三
国
遣
事
』
巻
第
三
、
興
法
第
三
、
大
正
蔵
四
九
、
九
八
六
中
。

円

四

）

『

海

東

高

僧

伝

』

巻

第

一

、

大

正

蔵

王

O
、
一

O
一
八
上
．

（
日
）
『
三
国
史
記
』
巻
第
四
、
新
縄
本
紀
第
四
、
職
鮮
史
学
会
編
三
九
頁
．

（
問
）
「
三
国
遣
事
』
巻
第
一
二
、
興
法
第
三
、
大
正
蔵
四
九
、
九
八
六
中
。

円

悶

〉

『

海

東

高

僧

伝

』

巻

第

一

、

大

正

蔵

五

O
、
一

O
一
八
上
。

〈
川
内
）
高
得
相
は
、
『
宋
史
芸
文
志
』
に
見
ら
れ
る
『
海
東
三
国
通
麿
』
〔
三
巻
）
の
機
者
と
同
一
か
と
恩
わ
れ
る

が
、
『
海
東
三
園
過
麿
』
が
倣
逸
し
て
い
る
た
め
確
定
は
出
来
な
い
．

『
海
東
高
僧
伝
』
巻
第
一
、
大
正
蔵
五

O
、
一

O
一
八
上
。

乙
の
諭
文
で
は
史
料
を
五
銭
巴
区
分
し
た
が
、
末
松
博
士
「
新
宿
史
の
諮
問
題
』

と
こ
ろ
も
多
く
、
参
照
さ
れ
た
し
．

末
松
保
和
著
『
新
聞
曙
史
の
臨
調
問
題
』
ニ
ニ
一
頁
．

（

t
E）

 

（

q畠
〉

〈

q
u）

〈
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）

（
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〈
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（曲目）

（
偶
M
〉

会
田
川
）

〔
刊

H
〉

（畑山間〉

：主

-77ー

の
三
区
分
に
示
唆
さ
れ
る

天
鏡
林
（
興
岨
酬
寺
〉
塵
尚
北
道
直
州
市
沙
正
洞
一
九
七
ニ
・
七
七
年
一
部
発
揮
。

三
川
岐
（
永
興
寺
）
狸
尚
北
温
慶
州
市
沙
正
洞
磁
石
・
瓦
片
出
土
。



〈
泊
M
〉

〈
叩

ω〉

（
例
制
）

門
岡
“
〉

門

”

ω）

門
”
帥
〉

（
%
削
）

ハ
仰
仰
〉

（
明
“
）

（
刊

ω）
（
何
刷
）

門
知
叫
〉

門
別
刷
〉

（
柑
M
岨

）

竜
宮
南
門
賞
竜
寺
〉
虚
尚
北
温
鹿
州
市
賞
竜
洞
＠

竜

宮

北

（

斉

皇

寺

〉

慶

尚

北

道

直

州

市

九

賞

洞

一

九

七

六

年

一

部

発

揮

．

沙
川
尾
ハ
霊
妙
寺
）
慶
尚
北
道
慶
州
市
場
箆
洞
。

神
滋
林
ハ
天
王
寺
）
塵
尚
北
道
慶
州
市
緋
盤
洞
・

編
論
田
ハ
曇
織
寺
》
慶
尚
北
温
度
州
市
洛
洞
。

末
録
保
和
著
『
新
聞
栂
史
の
諮
問
題
』
二
一
七
頁
。

江
田
俊
雄
著
『
朝
鮮
仏
教
史
の
研
究
』

江
田
俊
縫
著
『
朝
鮮
仏
教
史
の
研
究
』

一
二
三
頁
。

一
二
四

l

一
二
六
頁
。

末
松
保
和
著
『
新
聞
帽
史
の
諮
問
題
』
ニ
ニ
四

l

二
五
頁
．

『
三
国
史
記
』
巻
第
四
新
擁
本
紀
第
四
、
朝
鮮
史
学
会
編
四
十
一

『
資
治
通
鑑
』
巻
百
四
音
記
二
十
六
烈
宗
上
之
中
。

『
太
平
御
覧
』
巻
。
三
百
六
十
三
人
事
部
図
形
組
。

ー
四
十
二
頁
。

。。円，a

『
鶴
書
』
巻
八
世
宗
紀
第
八
．

『
梁
書
』

挙
三
世
宗
紀
第
三
武
帝
下
。

『
三
国
史
記
』
巻
第
三
新
聞
嶋
本
紀
第
三
、
朝
鮮
史
学
会
編
二
八
頁
．

『
三
国
史
記
』
巻
第
十
八
、
高
句
縄
本
紀
第
六
、
朝
鮮
史
学
会
編
一
八
五
頁
．

二
ニ
国
史
記
』
巻
第
十
九
、
高
句
鑓
本
紀
第
七
、
朝
鮮
史
学
会
編
一
九
五
買
・

「
三
国
史
記
』
巻
第
二
十
六
、
百
涜
本
紀
第
四
、
朝
鮮
史
学
会
編
ニ
六
三
頁
・

『
三
直
史
記
』
巻
第
四
、
新
聞
幡
本
紀
第
四
、
朝
鮮
史
学
会
編
三
九
頁
．


